
- 20 -

施 大 事 項 地球温暖化対策に対する取組み

策 中 事 項 環境負荷の小さい交通体系の構築 交通政策部

名 小 事 項 輸送分野におけるエネルギー使用の合理化

の推進 ［改正省エネ法］

施 運輸部門から排出されるＣＯ２削減に向け、輸送分野におけるエネルギー管理を

策 徹底するため省エネ法が改正され、平成１８年４月１日から一定規模以上の輸送能

の 力を有する輸送事業者に対して、省エネ計画の作成・エネルギー使用量等の定期報

概 告を義務付けること等を内容とする措置が新たに追加された。これにより輸送事業

要 者が取り組むべき省エネ対策の内容が明確となった。

昨年度に引き続いて、特定輸送事業者に対する実態調査等を行い、省エネ対策の

普及推進を図る。

（特定輸送事業者指定基準）

２８

年

度

の

計

画 ◎九州管内の省エネ法対象事業者 （平成２８年３月末現在）

①特定貨物輸送事業者 ２３事業者・・事業用トラック

８事業者・・自家用トラック

２事業者・・内航貨物 合計 ３３事業者

②特定旅客輸送事業者 ２事業者・・鉄道

１４事業者・・バス

５事業者・・旅客船 合計 ２１事業者

２７ 平成１９年度より輸送事業者の取り組み状況等の実態を把握し、省エネ対策を進

年 める上での課題の抽出等を行い、運輸部門全体の省エネ対策の普及・促進を図るこ

度 とを目的として、毎年、１０事業者程度を目安として実態調査を行っている。

の

実 各年度の実態調査実施済み事業者数は以下のとおり。

績

と 平成１９年度 １０事業者

評 平成２０年度 ９事業者

価 平成２１年度 ９事業者

平成２２年度 １０事業者

平成２３年度 １０事業者

平成２４年度 １０事業者

平成２５年度 ９事業者

平成２６年度 ９事業者

平成２７年度 ９事業者

９０００トン総最大離陸重量

２万総トン２万総トン総船腹量

３５０台タクシー

２００台バス

３００両３００両車両数

旅 客貨 物基 準輸送機関

２００台台 数

９０００トン総最大離陸重量

２万総トン２万総トン総船腹量

３５０台タクシー

２００台バス

３００両３００両車両数

旅 客貨 物基 準輸送機関

２００台台 数

９０００トン総最大離陸重量

２万総トン２万総トン総船腹量

３５０台タクシー

２００台バス

３００両３００両車両数

旅 客貨 物基 準輸送機関

２００台台 数


